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　宇都宮大学農学部附属農場研究報告（以下「農場研究報告」という。）に掲載する研究・調査等の論文及び資料（以下「論文等」という。）の投稿要領及び編集委員会の設置については，次のとおりとする。

Ⅰ　投稿要領
　　（発行掲載）
　１　農場研究報告は，農場報告に年１回掲載する。
　　（論文及び資料の範囲）
　２　論文等は，附属農場に関連するものとする。
　　（投稿者）
　３　投稿者は，農学部に在職する者又は農学部の責任教員とする。ただし，附属農場運営委員会が在職中の業績と認めたものはこの限りでない。
　　（投稿の内容）
  ４　投稿内容は，次のとおりとする。
　　１）研究報告論文
　　２）農場の責任教員の研究成果
　　３）農学部の責任教員の農場利用に伴う研究成果
　　４）農場技術職員の研究成果
　　５）その他の研究プロジェクト等
　　（論文の投稿）
　５　原稿は，この投稿要領及び宇都宮大学農学部学術報告執筆基準に従って記述する。
　　（原稿）
　６　原稿は，原則としてワープロ原稿とし，Ａ４版横30字縦20行とする。
　７　原稿の提出部数は正１部，副２部とする。
　　（添付書類）
　８　原稿には，次の事項を記載した別表を添える。
　　①氏名　②表題　③原稿の種類　④原稿用紙の枚数　⑤図，表，写真のそれぞれの数量　⑥別刷の所要部数　⑦連絡責任者　⑧その他必要な事項
　　（校正）
　９　校正は，再校まで著者が行うこととし，字句の追加，削除及び文章の移動は行わないものとする。
　　（論文等原稿の提出）
　10　原稿は，原則として毎年５月31日までに農場教育研究部長に提出する。
　　（論文原稿の受理日）
　11　論文の受理日は，農場教育研究部長に原稿が提出された日とし，論文の末尾に原稿受理日を記入する。
　　（論文の校閲）
　12　欧文論文及び邦文論文のResume，図，表のタイトル等の欧文は，原則としてNative Speakerによる校閲を行う。
　　（経費の負担）
　13　原則として，附属農場運営経費により負担する。
　　（農場の責任教員の研究成果の投稿）
  14　農場の責任教員の研究成果について、原則として全教員の成果を掲載する。
　（農場利用に伴う研究成果の投稿）
　15　農場利用に伴う研究成果について、農場の責任教員以外の成果を掲載する。
　（農場技術職員の研究成果）　
　16　農場技術職員の研究成果について、希望があれば受け付ける。
　（その他の研究プロジェクト等における活動実績の投稿）
　17  上記以外の研究プロジェクト等の活動報告について、希望があれば受け付　　ける。
　（研究成果及びその他の研究プロジェクト等の掲載内容、書式等）
　18　掲載内容、書式等については、農場運営委員会の議を経て別に定める。　
Ⅱ　編集委員会
　１　宇都宮大学農学部附属農場運営委員会（以下「運営委員会」という。）に，農場研究報告の発行ごとに編集委員会を設置する。
　２　編集委員会は，次の事項を処理する。
　　１)　論文ごとの査読者（原則として２名以上）の決定及び依頼に関すること。
　　２)　査読の結果を審査し，意見書を添えて農学部附属農場長（以下「農場長」という。）に提出すること。
　３　編集委員会は，３名以上の委員をもって組織する。
　４　編集委員は，宇都宮大学農学部附属農場運営委員会の議を経て農場長が委嘱する。
　５　編集委員の任期は，当該任務が終了するまでとする。
　６　編集委員会に委員長を置き，委員の互選によって定める。
　７　委員長は，編集委員会を招集し，その議長となる。
　８　委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長の指名する委員が，その職務を代行する。
　９　編集委員会は，委員の過半数の出席をもって成立する。
　10　編集委員会の審議は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。
　11　農場長は，編集委員会の審議結果を運営委員会の議を経て，意見を添えて教授会に提出する。
Ⅲ　著作権
　　農場研究報告に掲載された論文等に関わる著作権は，農学部に帰属する。
　　　附　記
　この申合せは，平成11年４月１日から施行する。
　　　附　記
１　「Ⅰ投稿要領３」については，「農学部学術報告の投稿資格等に関する申合せ」を準用する。
２　この申合せは，平成16年６月７日から施行する。
　　　附　記
　この申合せは，平成17年７月21日から施行する。
　　　附　記
　この申合せは，平成19年２月15日から施行する。
　　　附　記
　この申合せは，平成20年11月20日から施行する。
附　記
　この申合せは，平成29年４月１日から施行する。
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